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ご案内

３．先月、１５班の黒木勇太さんのお宅にお子様が誕生しました。
・慶弔規定に則り、お祝いをお渡ししました。 誠におめでとうございます。

１．「環境美化の日」は中止となりました。
・６月６日（日）に予定されていた環境美化の日の清掃作業は、新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点より中止となりました。

４．行政からの配布物は来月以降にまとめて配布されます。
・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、宮﨑市広報など行政機関や関係団体からの配布物は
来月以降に配布されることになりました。

５．今年度の特別会員をご紹介します。
・特別会員の皆様は下記の通リです。 どうぞよろしくお願い致します。

区 特別会員名 住 所

１ １区 医療法人社団学而会はた産婦人科医院 和知川原１丁目１０７

２ １区 一般社団法人 宮崎県農協会館 霧島１丁目１-１

３ ２区 有限会社霧島自動車整備工場 霧島２目７

４ ２区 株式会社 よしみカメラ 霧島２丁目１１６-１４

５ ２区 有料老人ホームくじら霧島支援所 霧島２丁目１２５

６ ２区 合同会社 ＪＵＪＵ 霧島２丁目１２２

７ ２区 とも薬局 霧島２丁目１２４

８ ３区 らいらい 霧島２丁目１２８ 1Ｆ

９ ３区 たちばな薬局きりしま 霧島２丁目１３０

１０ ３区 有限会社 ケアサービス田之上 船塚２丁目１８２-１ ﾃﾞﾅﾘﾋﾞﾙ

１１ ３区 宮児貸切自動車株式会社 船塚２丁目１８１-３

１２ ３区 医療法人仁和会竹内病院 霧島２丁目２６０

１３ ３区 株式会社中神不動産鑑定所 霧島２丁目２６１

１４ ３区 株式会社九建 霧島２丁目２６１-１

１５ ３区 株式会社吉野酒店・霧島店 霧島３丁目６

１６ ３区 カトリック幼稚園 霧島３丁目１２-２

１７ ３区 株式会社宮崎設計 霧島３丁目１３５

１８ ４区 株式会社サトウデザインワーク 霧島４丁目１１０

１９ ４区 ESORA （エソラ） 霧島４丁目１０５

２０ ４区 健幸くらぶ万智 霧島４丁目１１１-1

２１ ４区 株式会社勉強堂 (プーラビーダ） 霧島４丁目１１１-１

２２ ４区 MSG 大原 さくら塾 霧島４丁目１１１-１ ２F

２３ ４区 テレビ宮崎商事 株式会社 霧島４丁目１２９-１

２．令和３年度自治会会費の徴収にご協力をお願いします。
・新年度になり、上期（４月から９月まで）の自治会会費を班長さんが徴収されていると思いますが、何卒
ご協力をお願い致します。尚、通期＜上期と下期（１０月から翌年３月まで）＞一括での納入も可能です。
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その他

◇ ご意見やご質問がありましたら、自治会長（月野 将義) まで、いつでも遠慮なく
連絡をお願い致します。 ・電話 090-9600-5038   ・ LINE  masayoshi_tukino

・e-mail  putikome@yahoo.co.jp

■新型コロナ感染症特集 （出典：宮崎県HP)

・県内の累計感染者は２,９６９人（宮﨑市の感染者 １,６４９人） ・・・（５月２４日１６時現在）

『緊急事態宣言』 発令中！
宮﨑市での感染爆発及び全国の感染急拡大を踏まえ
①宮崎市の感染の早期沈静化を図る
②宮崎市から他圏域への拡大を防ぎ、今ある火種を消す
③県外からの感染持ち込みを防ぐ

ため、県独自の 「緊急事態宣言」を発令する。
＜県民の皆様へのお願い事項＞ 期間：５月１０日(月）～５月３１日（月）

①原則、外出自粛～日常生活圏内で過ごしてください
○通院、通学、通勤、日常の買物、健康維持のための散歩などの生活に必要な外出以外は控えましょう
・特に宮﨑市との往来は慎重に判断してください ・レジャーなどを目的とした外出は控えてください
○家族などいつも一緒にいる身近な人以外との接触機会を減らしましょう
○施設や店舗などを利用する際は、夕方等の混雑する時間帯を避けましょう

②原則、県外との往来自粛
○仕事など必要な場合を除き、できるだけ県外に出かけないようにしましょう
（ただし、生活圏が県外と重なっている場合は、差し支えありません）
○仕事等でやむを得ず往来する場合は、感染対策を徹底してください
（県外の方との会食はできるだけ控えてください）

③原則、県外からの来県自粛
○不要不急（仕事などを除き、できるだけ）の来県自粛をお願いします
○帰省はできるだけ自粛してください。止むを得ず帰省する場合は、帰省前の
２週間は会食を控えるなどの感染防止対策の徹底をお願いします

④イベントの開催制限
○イベントの開催はできるだけ控えてください（延期できるものは延期を）
○延期・中止が困難な場合は、上限5000人かつ収容率50％以下で、感染防止対策を徹底してください

⑤会食の制限
○会食は、４人以下、２時間以内で、家族などいつも一緒にいる身近な人とお願いします
○県外との往来歴のある方との会食は、控えてください

⑥テレワーク、時差出勤の推奨
○テレワークや時差出勤の活用により、職場における「密」を減らしましょう
○出勤する場合も、マスク着用やこまめな手洗いを徹底し、体調不良の場合は出勤を取りやめましょう

トピックス

■避難情報について
・令和３年５月２０日付で、災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、
「避難勧告」と「避難指示（緊急）」は「避難指示」に一本化されました。（出典：内閣府HP)

※例年より早い梅雨入りで集中豪雨による浸水被害も想定されますので、洪水ハザードマップを活用し
避難経路の確認や非常持ち出し品などの準備しておきましょう！ ”警戒レベル４までに必ず避難“

警戒レベル 状況 住民が取るべき行動 行動を促す行動

５ 災害発生または切迫 命の危険 直ちに安全確保 緊急安全確保

４ 災害の恐れ高い 危険な場所から全員避難 避難指示

３ 災害の恐れあり 危険な場所から高齢者等は避難 高齢者等避難

２ 気象状況悪化 自らの避難行動を確認 大雨注意報など

１ 気象状況悪化の恐れ 災害への心構えを高める 早期注意情報

＜新型コロナワクチンに
関する相談窓口＞

・宮崎市コロナワクチン
コールセンター

０９８５－７８－０５６７

＜副反応に関する
相談窓口＞

・宮崎県新型コロナワクチン
副反応等コールセンター
０９８５－２６－４６０９
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